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提 案 要 領 

 

我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域

の振興に大きく資するため、地域材の適切な利用を確保することが重要な課題となっています。 

このため、関係者による地域材の需要拡大の取組を促進し、地域材需要を大きく喚起する対策として、地

域材の利用に対しポイントを付与し、第１次産業をはじめとした地域産業、ひいては農山漁村地域経済全体

への波及効果を及ぼす取組への支援を行う木材利用ポイント事業（以下、「本事業」という。）がスタートし

ました（注）。 

本事業の効果を客観的かつ多角的に検証するため、以下のとおり、〈Ⅰ〉地域材利用に関する現況・動向調

査及び、〈Ⅱ〉木材利用ポイント事業に関する効果検証等調査（以下「本調査」という。）を実施します。 

本調査の実施を希望される方は、「別紙１」の企画提案書提出表明書および「別紙２」の事業内容を行うた

めの企画提案書及びその他の提出書類を作成の上、公益社団法人国土緑化推進機構（以下、「当機構」という。）

まで提出して下さい。 

注）．詳しくは、以下のサイトをご参照下さい。 

   ・林野庁木材利用ポイント事業サイト（http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/point/） 

   ・木材利用ポイント事務局ホームページ（http://mokuzai-point.jp/） 

   ・木材利用ポイント事業の概要（http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/24_hosei3.pdf） 

１．応募資格 

応募資格は、国及び地方公共団体を除く日本国内に法人格を有する民間団体等とし、次の全ての要件が備

わっていることとします。 

〈Ⅰ〉地域材利用に関する現況・動向調査 

（１）国の各種統計調査に準ずる調査業務の実績を有していること。 

（２）地域材の利用や流通に関する専門的な知見を有し、かつ、事業を的確に実施できる人員及び体制を

有していること。 

（３）当該事業に係る経理等事務処理体制が整備されていること。 

〈Ⅱ〉木材利用ポイント事業に関する効果検証等調査 

（１）行政施策の効果検証、特に経済波及効果等に関する調査業務の実績又はノウハウを有していること。 

（２）本事業の効果検証の客観性や透明性等を確保するため、木材利用ポイント事業の推進者である全国

事務局及び都道府県協議会から独立性を有していること。 

（３）当該事業に係る経理等事務処理体制が整備されていること。 

※ 応募にあたっては、〈Ⅰ〉のみ又は〈Ⅱ〉のみでも可能です。なお、〈Ⅰ〉、〈Ⅱ〉のいずれについても、 

  複数の事業体がＪＶで提案することも可能です。 

２．企画提案書提出表明書の提出期限及び提出先等 

（１）提出期限 ： 平成２５年８月２３日（金）必着 

（２）提 出 先 ： 公益社団法人国土緑化推進機構 政策企画部 宛 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 5階 

（３）提出方法 

① 持参の場合 

・事前に連絡の上、期限までに持参して下さい。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/point/
http://mokuzai-point.jp/
http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/24_hosei3.pdf
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・受付期間は 9:30～12:15、13:00～18:15（土・日・祝を除く。）とします。 

② 郵送の場合 

・簡易書留、宅配便等で提出される場合、配達等の都合により締切日までに届かない場合がありま

すので、期限に余裕を持って送付して下さい。 

３．企画提案書提出表明書の様式 

「別紙１」の様式により作成して下さい。 

４．企画提案書の提出期限及び提出先等 

（１）提出期限 ： 平成２５年８月２９日（木）必着 

（２）提 出 先 ： 公益社団法人国土緑化推進機構 政策企画部 宛 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 5階 

（３）提出方法 

① 持参の場合 

・事前に連絡の上、期限までに持参して下さい。 

・受付期間は 9:30～12:15、13:00～18:15（土・日・祝を除く。）とします。 

② 郵送の場合 

・簡易書留、宅配便等で提出される場合、配達等の都合により締切日までに届かない場合がありま

すので、期限に余裕を持って送付して下さい。 

５．企画提案書の様式 

「別紙２」の企画提案書の記載例に従って作成して下さい。 

なお、複数の業務に提案する場合は、業務毎に企画提案書を提出して下さい。 

６．企画提案書の提出部数 

提出部数は、１０部（正１部、写９部）とします。 

７．その他の提出書類 

① 定款・総会資料等応募者の概要に関する資料（任意様式） 

② 本業務に関連する過去の実績を示す参考資料 

③ 見積書 

 本事業を実施するために必要な経費の全ての金額（消費税を含む。）を記載した見積書及び内訳書 

８．提案書の受理 

上記１の応募資格を有しない者の企画提案書、又は提出書類に不備がある企画提案書は受理できません。 

９．企画提案会の開催  

提案内容の詳細をご説明頂いたり、提案内容について調整等を行うために、必要に応じて以下の日程・

場所で企画提案会を実施する場合もあります。 実施する場合の詳細等は、提出者に連絡します。 

（１）実施日時 ： 平成２５年８月３０日（金） 

 ※ 時間帯は、10:00～12:00、13:00～17:30の間で各提案者に通知します。 

（２）実施場所 ： 砂防会館 会議室「筑後」 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館 3階 

10．秘密の保持 

企画提案書、その他の書類は選定にのみ使用します。 
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11．実施者の選定 

選定する際の審査基準は、「別紙３」のとおりです。 

（なお、本企画提案では、「別紙２」の業務内容の実施に向けた考え方・方向性等について提案を求める

ものであり、「別紙２」の業務内容の最終的なアウトプット（具体的な表現案）の提案を求めるもので

ありません。） 

なお、提案内容については、審査結果や総予算額、他の調査業務の提案内容を踏まえて採択条件を提示

して、再提案を依頼する場合があります。 

12．その他 

(1) 実施者の選定に係わる審査に際して、受理した企画提案書 及び 添付資料等について、必要に応じて

ヒアリングや追加資料の提出を求める場合があります。 

(2) 受理した企画提案書及び添付資料等は返却できませんので、予めご了承下さい。 

13．問い合わせ先 

本提案に関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

公益社団法人国土緑化推進機構 政策企画部（担当：大島・木俣・佐古田） 

〒102－0093 東京都千代田区平河町２－７－４ 砂防会館別館 5階 

FAX：03-3264-3974  E-mail：entry@green.or.jp 

14．選定結果の公表 

当機構のホームページに公表します。 

mailto:entry@green.or.jp
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 別紙１  

業務内容 

１．業務名 

 林野庁「木材利用ポイント事業」地域材利用状況に関する調査事業 

〈Ⅰ〉地域材利用に関する現況・動向調査 

〈Ⅱ〉木材利用ポイント事業に関する効果検証等調査 

 

２．目的 

木材利用ポイント事業の実施を通して、発揮されることが期待されている地域材利用の需要拡大効果を

はじめとして、農山漁村地域における経済波及効果、地域材利用による環境保全効果、地域材利用に向け

た普及啓発効果等をはじめとした多様な効果を客観的かつ多角的に検証するために、〈Ⅰ〉地域材利用に

関する現況・動向調査、及び〈Ⅱ〉木材利用ポイント事業に関する効果検証等調査を実施します。 

本事業の実施に当たっては、木材利用ポイント事業の事業特性、森林・林業・木材産業及び住宅・家具

等関連産業の特性、各種経済・社会情勢等の全国的な特性を踏まえるとともに、各都道府県の各種情勢・

体制等を鑑みつつ、多様な関係団体等とも緊密に連携して、経済的・効果的な調査の実施に努めるものと

します。 

 

３．事業内容 

〈Ⅰ〉地域材利用に関する現況・動向調査 

（１）調査概要 

本調査では、木材利用ポイント事業のポイント付与対象となっている木造住宅、内装・外装木質

化、木材製品（主に家具）について、建築・製造工事での木材使用量等について詳細に調査するこ

とで、政策目標の達成を視野に入れつつ、地域材の需要拡大に向けた状況及び課題を整理する。 

（２）調査内容 

① 委員会の開催 

効率的及び効果的に事業を進める観点から、有識者から成る委員会を開催し、効率的な調査

手法を検討するとともに、調査結果を踏まえ地域材利用の状況や課題等について意見聴取を行

う。 

② 木材利用に関する現況・動向調査の実施 

(a) 木造住宅部門（新築） 

木造住宅において利用される木材の材料別の使用量及びその変化の傾向を調査する。 

(ｱ）調査対象 

平成 24年度に住宅（木造）建築工事を行った事業体 

(ｲ) 調査事項 

事業所の規模（従業員数、売上高）、着工戸数、着工面積、木造住宅の建築にかかる

材料別（製材、合板、パーティクルボード、繊維板）及び国産・外材別の使用量、歩留

まり 

(b) 非木造住宅部門（新築） 

非木造住宅において利用される木材の材料別の使用量及びその動向を調査する。 

(ｱ）調査対象 
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平成 24年度に住宅建築工事を行った事業体 

(ｲ) 調査事項 

事業所の規模（従業員数、売上高）、着工戸数、着工面積、非木造住宅の建築にかか

る材料別（製材、合板、パーティクルボード、繊維板）及び国産・外材別の使用量、歩

留まり 

(c) リフォーム建築部門 

非木造住宅のうちリフォーム工事（主に内装に係るリフォーム）において利用される木

材の材料別の使用量及びその動向を調査する。 

(ｱ）調査対象 

平成 24年度建築リフォーム工事を行った事業体 

(ｲ) 調査事項 

事業所の規模（従業員数、売上高）、着工戸数、着工面積、リフォームにかかる材料

別（製材、合板、パーティクルボード、繊維板）及び国産・外材別の使用量、リフォー

ムを行った建築物の築年数別件数 

(d) 木材製品部門（家具） 

生活の中で一番身近な木材製品である家具の製造に必要な木材の材料別の使用量及び

その動向を調査する。 

(ｱ）調査対象 

平成 22年度工業統計における木製家具製造業を営む事業所 

(ｲ) 調査事項 

事業所の規模（従業員数、生産量）、家具の製造にかかる材料別（製材、合板、パー

ティクルボード、繊維板）及び国産・外材別の使用量 

③ 地域材の利用状況及び課題の整理 

上記②の調査で得られたデータを精査・分析し、建築物等における木材利用の状況及びその

動向を把握するとともに、調査結果及び有識者の意見を踏まえ、地域材の利用拡大における課

題等について整理する。 

④ 報告書の作成 

上記①～③の内容をとりまとめて、報告書（日本語版及び英語版（英語版はファイルのみで

可））を作成する。 

（３）成果品 

報告書 120 部 

※ なお、全国或いは都道府県レベルでの調査協力団体分を、提案内容に応じて追加すること。 

電磁記録媒体資料 ３部（CD-Rまたは DVD-R） 

（４）留意点 

・ 調査の設計に当たっては、国の統計調査等と同程度等の水準を担保するとともに、継続的かつ安定

的に着実に調査が実施できるような調査の実施体制や調査方法とするとともに、精度を高める工夫

等を提案すること。 

・ 調査の着手段階、各調査内容の実施段階、報告書の取りまとめの段階において、林野庁及び国土緑

化推進機構と十分協議を行うとともに、必要に応じて専門家や有識者等による指導・助言を得るも

のとする。 

・ 受託者は、林野庁及び国土緑化推進機構の求めに応じて、業務の進捗状況について報告を行うとと

もに、林野庁及び国土緑化推進機構は、本業務内容に関して、業務の目的を達成するために必要な
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指示を行えるものとし、受託者はこの指示に従うこととする。 

・ 受託者は、本業務によって知り得た事項について、契約期間に拘わらず、外部に漏らしてはならな

い。また、他の目的に使用してはならない。 

・ 本仕様書に記載されていない事項または疑義が生じた場合は、林野庁及び国土緑化推進機構に協議

すること。 

 

〈Ⅱ〉木材利用ポイント事業に関する効果検証等調査 

（１）調査概要 

本事業では、各種社会・経済情勢、森林・林業・木材産業業界及び木造住宅・家具等の関連業界

の特性等を踏まえた木材利用ポイント事業の実施状況等について調査を行うとともに、木材利用ポ

イント事業を通して発揮されることが期待されている地域材利用の需要拡大効果、農山漁村地域に

おける経済波及効果、地域材利用による地球温暖化防止等の環境保全効果、地域材利用に向けた普

及啓発効果などの多様な効果を客観的かつ多角的に分析・検証し、今後の課題等について整理する。 

（２）調査内容 

① 調査手法の設計及び予備調査の実施 

各種社会・経済情勢、森林・林業・木材産業業界及び木造住宅・家具等の関連業界の特性等、

を踏まえた事業の実施状況の調査・分析及び効果検証方法の詳細を設計し、本調査において制

度を利用する事業者やポイント取得者、関係事業者等の実態に即した調査が行えるよう検討す

る。 

② 委員会の開催 

効果的及び効率的に調査を進める観点から、有識者で構成される委員会を開催し、客観的か

つ多角的に事業の実施状況の調査手法及び事業の効果検証方法を検討するとともに、調査結果

を踏まえた木材利用ポイント事業の実施状況の検証及び課題等について意見聴取を行う。 

③ 木材利用ポイント事業に関する効果検証調査 

(a) 地域材利用の需要拡大効果 

木材利用ポイント事業による地域材利用の需要拡大効果を定量的・定性的に検証する

ために、多角的に調査を実施する。 

(ｱ）調査対象 

木材利用ポイント事業の都道府県協議会、登録事業者、木材関係団体等、各種統計

資料等の文献等をはじめとして、必要となる調査対象を提案すること。 

(ｲ) 調査事項 

木造住宅や内装・外装木質化の施工、木材製品等の購入の動向、それら住宅や製品

等に活用された地域材の利用量の動向をはじめとして、仕様変更や新商品の開発、新た

な取引先の拡充等による新たな地域材の利用拡大状況や将来的な推計、木材産業の活性

化や木材価格の安定等、木材利用ポイント事業による地域材利用の需要拡大効果をデー

タの分析や事例の収集等により多角的に調査する。 

なお、木材利用ポイント事業による事業者登録や合法木材認証事業者等の増加、新

たな地域材の流通機構や仲介業者の拡充等を通して、合法木材等地域材利用拡大に向け

た推進体制の充実に資する効果等についても、データの分析や事例の収集等により多角

的に調査する。 

(b) 地域材利用による経済波及効果、環境保全効果 

木材利用ポイント事業による地域材利用を通した経済波及効果、環境保全効果を定量
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的・定性的に検証するために、多角的に調査を実施する。 

(ｱ）調査対象 

木材利用ポイント事業の登録事業者等、各種統計資料等の文献等 

(ｲ) 調査事項 

農山漁村地域や森林・林業・木材産業、住宅・家具等の関連産業の立地地域等の実

態を踏まえて、木材利用ポイント事業による農山漁村地域及び全国への経済波及効果に

ついて、多角的に調査する。 

また、木材利用ポイント事業による地域材利用（加工・流通過程を含めむ）を通し

た CO2排出削減・固定等の地球温暖化防止及び循環型社会の形成や、地域材利用を通し

た森林整備・保全等の環境保全効果について多角的に調査する。 

さらに、地域材利用の需要拡大効果、地域材利用による環境保全効果、地域材利用

に向けた普及啓発効果をはじめとした多様な直接的・間接的な効果を鑑みた費用便益分

析も実施するものとする。 

 (c) 地域材利用の普及啓発効果 

木材利用ポイント事業による地域材利用を通した普及啓発効果を定量的・定性的に検証

するために、多角的に調査を実施する。 

(ｱ）調査対象 

木材利用ポイント事業の全国事務局、都道府県協議会、登録事業者、ポイント取得

者等、各種統計資料等の文献等をはじめとして、必要となる調査対象を提案すること。 

(ｲ) 調査事項 

木材利用ポイント事業の推進によって、登録事業者・ポイント取得対象となった木

造住宅や木材製品等の購入層・需要層、関係事業者等に対して、木材利用ポイント事業

及び木の良さや地域材利用の意義への認識、さらには木造住宅や内装・外装木質化への

関心がどのように高まったか等、事業の普及啓発効果について、多角的に調査する。 

(d) その他、算定が可能な波及効果 

上記の(a)～(d)以外に、木材利用ポイント事業の施策化による地域材利用の意義の付

加価値創出効果や雇用創出効果をはじめとして、木材利用ポイント事業を通して発揮され

ることが想定される波及効果について、多角的に調査する。 

④ 特色ある取組の事例調査 

③及び④の調査を踏まえて、より事業効果が高まるような工夫を凝らしていたり、効果的かつ

効率的な事業実施や課題解決を図っていたりする特色ある取組について、木材利用ポイント事

業の地域協議会、登録事業者、木材関係団体、関係事業者等から抽出し、相当数の事例調査

を行う。 

⑤ 木材利用ポイント事業の実施状況の課題等の整理 

③及び④の調査で得られたデータを精査・分析し、木材利用ポイント事業の実施状況と課題等

について整理する。 

⑥ 報告書の作成 

上記①～⑤の内容をとりまとめて、報告書を作成する。 

（３）成果品 

・報告書 120 部 

※  なお、全国或いは都道府県レベルでの調査協力団体分を、提案内容に応じて追加すること。 

・電磁記録媒体資料 3部（CD-Rまたは DVD-R） 
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※  なお、報告書の電子データは、原則的に WORD形式及び PDF形式で提出する。なお、集計デー

タは原則的に EXCEL形式、イラスト等については画像貼り付け前の元データ（Windowsで閲

覧・修正できるものとする）も提出する。 

※  いずれのデータも、に、印刷等に耐えられる高解像度のものとする。 

（４）留意点 

・ 調査の設計に当たっては、国の政策評価や事業評価等の状況を踏まえた調査方法とするとともに、

精度を高める工夫等を提案すること。 

・ 調査の着手段階、各調査内容の実施段階、報告書の取りまとめの段階において、林野庁及び国土緑

化推進機構と十分協議を行うとともに、必要に応じて専門家や有識者等による指導・助言を得るも

のとする。 

・ 受託者は、林野庁及び国土緑化推進機構の求めに応じて、業務の進捗状況について報告を行うとと

もに、林野庁及び国土緑化推進機構は、本業務内容に関して、業務の目的を達成するために必要な

指示を行えるものとし、受託者はこの指示に従うこととする。 

・ 受託者は、本業務によって知り得た事項について、契約期間に拘わらず、外部に漏らしてはならな

い。また、他の目的に使用してはならない。 

・ 本仕様書に記載されていない事項または疑義が生じた場合は、林野庁及び国土緑化推進機構に協議

すること。 

 

５．契約条件 

① 契 約 形 態   委託契約 

② 実 施 期 間   契約締結日から平成２６年３月３１日まで 

③ 契約上限価格   〈Ⅰ〉地域材利用に関する現況・動向調査         3,000万円（税込）以内 

〈Ⅱ〉木材利用ポイント事業に関する効果検証等調査 2,000万円（税込）以内 

④ 採 択 件 数   各業務ともに１社 

 

６．最終納入期限 

平成２６年３月３１日 

 

７．その他 

① 本事業の実施に係る総ての制作物の著作権は、原則的に国土緑化推進機構に帰属しますので、イラス

ト、写真等の使用・掲載については、ご留意願います。 

② 事業実施者決定に際して、提案内容を踏まえて採択条件を提示して再提案していただき、反映状況を

踏まえて事業実施者の決定を行う場合があります。 
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 別紙１  

 

平成  年  月  日 

 

公益社団法人国土緑化推進機構 宛 

 

住  所 

提案者名 

代表者名            印 

 

 

林野庁「木材利用ポイント事業」地域材利用状況に関する調査事業 

企画提案書提出表明書 

 

林野庁「木材利用ポイント事業」地域材利用状況に関する調査事業の企画提案書の提出を表明します。 

なお、企画提案書に関する担当者は下記のとおりです。 

 

 

記 

事業名     林野庁「木材利用ポイント事業」地域材利用状況に関する調査事業 

        （提案する業務名） 

        ※ 複数の業務に提案する場合は、希望する業務すべてを記入して下さい。 

連絡先  所 属  

  役職名  

  氏 名  

  T E L  

  F A X  

  E-mail  

        ※ 複数の業務に提案する場合に、業務によって連絡者が異なる場合は、業務毎に連絡先
を記入して下さい。 

 

以上 
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 別紙２  

 

企画提案書の様式 

１．企画提案書は、次頁以降の記載例に従って記載して下さい。 

２．用紙は、Ａ４版（縦・横自由）を利用し、左とじにして下さい。 

３．企画提案書は、１０部（正１部、写９部）提出して下さい。 
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（記載例） 

〔表紙〕 

企画提案書 

事業名  林野庁「木材利用ポイント事業」地域材利用状況に関する調査事業 

     （提案する業務名） 

平成  年  月  日 

提案者名     ○○○○○○○○      

代表者名     ○○○○○○○○     印 

所在地  ○○県○○市・・・・・・・・（郵便番号：○○○－○○○○） 

連絡先  所 属 ○○○部○○○課 

  役職名 （課）長 

  氏 名 ○○○○○ 

  T E L ○○○－○○○○－○○○○（代） 内線△△△△ 

  F A X ○○○－○○○○－○○○○ 

  E-mail ○○○○○○○@○○○○.○○.○○ 

 

 

mailto:○○○○○○○@○○○○.○○.○○
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〔本文〕 

以下の必要事項を、企画提案書に盛り込んでください。（様式等は任意） 

 

１． 業務名 

○ 提案する業務名 

 

２．提案概要 

○ 提案する業務の実施方法の全体像とポイントについて、フローチャート等により記して下さい。 

 

３．業務実施方法等の提案 

○ 調査内容の項目毎に、具体的な業務の実施方法等について、以下の内容を含めて記述して下さい。 

① 調査方法の概要（調査対象、調査手法、調査項目の構成、分析方法、調査結果のイメージ等） 

② 効率的・経済的な業務実施に資する既存の情報・ノウハウ等 

③ 着実かつ効果的な本業務の目的の達成に向けて、回収率等の調査の精度を高めるための仕組みや工夫、

調査方法等を検証・改善したり、補完したりする仕組みや工夫） 

 

３．業務全体の工程表及び実施フロー 

○ 提案する業務全体の工程表及び実施フローについて記して下さい。 

 

４．業務実施体制 

○ 本業務の実施に当たっての実施体制（調査の連携・協力団体を含む）及び配置予定の技術者等について、

記して下さい。（調査の連携・協力団体については、相手方の承諾有無についても記すこと。） 

○ 本業務に従事する主たる技術者については、学歴・経歴、保有資格、過去の類似業務の実績、当該分野の

従事期間、主な手持ち業務の状況等について記して下さい。 

 

５．業務実績 

○ 本業務に類似する業務の過去５ヵ年における実績の主要なものを記して下さい。 

（業務名、発注機関、業務の概要、本業務に関連する技術的特徴、配置予定の技術者等の従事の有無） 

※ なお、特に本業務に類似し、技術的知見を援用できる実績については、該当部分のコピー等を添付して下

さい。 

 

６．その他 

○ 事業を実施するにあたって、その他の提案内容や意見・要望があれば記入して下さい。 

 

※ 参考資料がある場合には、適宜添付して下さい 
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 別紙３  

選定の審査基準 

項  目 評 価 基 準 配点 

業務全般の理解度 ○ 提案の内容は、本業務の目的と方向性、求める成果の理解度が的確か。 

○ 効果的かつ効率的な業務の実施に向けて、業務の全体像について的確に

整理されているか。 

10点 

業務実施方法の的

確性 

○ 調査内容の項目毎に、本業務の目的と方向性、求める成果を達成できる

調査方法（調査対象、調査手法、調査項目の構成、分析方法、調査結果

のイメージ）となっているか。 

○ 本業務を着実に実施できるスケジュールとなっているか。 

○ 着実かつ効果的な本業務の目的の達成に向けて、回収率等の向上等の調

査の精度を高めるための仕組みや工夫があるか。 

○ 調査方法等を検証・改善したり、補完したりする仕組みや工夫があるか。 

○ 本業務の実施に際して新たな提案があり、その内容が適切で、実現性が

あるか。 

50点 

実施体制の適格性 ○ 連携・協力団体等を含めて、本業務の着実な実施体制（執行管理、技術

者等の配置等）があるか。 

○ 本業務の実施に必要となる当該分野の専門的な知見を、配置予定の技術

者等が有しているか。 

○ これまでに本業務と同種又は類似の業務の実績があるか。 

20点 

所要経費の積算 ○ 本業務の遂行に当たっての所要経費は、適正かつ経済的に積算されてい

るか。 

○ 効率的・経済的な業務実施に資する既存の情報・ノウハウ等を有してい

るか。 

20点 

 

 

 

 


